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2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

（開示事項の変更及び公認会計士等による期中レビューの完了）

当社は、2026年１月29日に「2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」を開示いたしましたが、

四半期連結財務諸表について、公認会計士等による期中レビューが完了しましたのでお知らせいたします。

なお、2026年１月29日に発表した四半期連結財務諸表からの変更は下記のとおりです。

記

１．「2026年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」開示事項の変更

重要な後発事象の注記で記載しておりました持分法適用関連会社株式の一部売却に関する記載内容の変更であり

ます。具体的な変更内容は以下のとおりです。変更箇所については下線を付して表示しております。

＜変更前＞

（重要な後発事象）

２．持分法適用関連会社株式の一部売却

～中略～

(3) 今後の見通し

関電工が2026年１月29日に公表している「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第165条第

２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）」のとおり、同日開催の同社取締役会において、東京証

券取引所における自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）により、取得価額の総額300億円及び取得株式の総数

7,500,000株をそれぞれ上限とし、2026年２月２日から2026年２月６日までの期間を取得期間として、自己株式

（同社普通株式）の取得に関する事項を決議しております。今後、関電工が当該決議に基づき自己株式の取得を

決定した場合、東電ＰＧは当該自己株式の取得に応じて、その保有する関電工普通株式の一部を売却する可能性

があります。かかる場合、売出しの方法により東電ＰＧが売却する株式数が減少することがあります。

2026年２月16日から2026年２月19日までの間のいずれかの日において、東電ＰＧから引受団への売却価格（引

受価額）が決定される予定です。

なお、東電ＰＧは、本株式売却完了後も引き続き、関電工の発行済株式総数の３分の１超を保有していく方針

です。

(4) 当該事象の連結業績に与える影響額

当連結会計年度において、本株式売却に伴う売却益を計上する予定ですが、金額は現時点では未定です。



本文中で用いた法令等の略称

本文中の表記 法令等の名称

原賠機構法 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法（平成23年８月10日 法律第94号）

～中略～

電事法施行規則 電気事業法施行規則（平成７年 通商産業省令第77号）

会社法 会社法（平成17年７月26日 法律第86号）

＜変更後＞

（重要な後発事象）

２．持分法適用関連会社株式の一部売却

～中略～

(3）株式売却の一部実施

東電ＰＧは保有する関電工普通株式の一部を、関電工が2026年１月30日に公表しました、東京証券取引所にお

ける自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の取得に応じて売却したことにより、当連結会計年度

において関係会社株式売却益を計上する予定です。

① 東電ＰＧが売却した関係会社株式 株式会社関電工 普通株式

② 東電ＰＧが売却した株式数 5,188,900株

③ 売却総額 288億円（１株につき5,563円）

④ 関係会社株式売却益 110億円（概算）

(4）今後の見通し

2026年１月29日に決定しました関電工普通株式の売出しの方法による株式売却につきまして、上記の関電工に

よる自己株式の取得に応じた株式売却に伴い、東電ＰＧの売出しの方法により売却する株式数は約21百万株へと

減少しております。

かかる売出しについては、2026年２月16日から2026年２月19日までの間のいずれかの日において、東電ＰＧか

ら引受団への売却価格（引受価額）が決定される予定です。

なお、東電ＰＧは、本株式売却完了後も引き続き、関電工の発行済株式総数の３分の１超を保有していく方針

です。

(5）当該事象の連結業績に与える影響額

当連結会計年度において、本株式売却に伴う関係会社株式売却益を特別利益として計上する予定ですが、今後

の売出しに応じた売却益の総額は現時点では未定です。

本文中で用いた法令等の略称

本文中の表記 法令等の名称

原賠機構法 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法（平成23年８月10日 法律第94号）

～中略～

電事法施行規則 電気事業法施行規則（平成７年 通商産業省令第77号）

２．変更の理由

当社は、2026年１月29日に「2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」を発表いたしましたが、

発表日以降に当社の連結子会社である東電ＰＧは、東電ＰＧが保有する関電工の普通株式の一部を、同社が2026年

１月30日付で公表しました東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の取得に応じて

売却したため、変更を行うものです。

以 上
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決算補足説明資料作成の有無 ：有

決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)

１．2026年３月期第３四半期の連結業績（2025年４月１日～2025年12月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 4,612,176 △7.1 258,406 △16.9 347,594 △0.3 △662,652 －
2025年３月期第３四半期 4,963,319 △2.8 311,065 △18.7 348,724 △32.7 243,159 △30.8

(注) 包括利益2026年３月期第３四半期 △665,734百万円( －％) 2025年３月期第３四半期 263,585百万円( △46.9％)

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2026年３月期第３四半期 △413.61 －
2025年３月期第３四半期 151.78 49.27

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 14,998,481 3,121,530 20.6
2025年３月期 14,986,993 3,786,130 25.1

(参考) 自己資本 2026年３月期第３四半期 3,093,947百万円 2025年３月期 3,759,230百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2025年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00
2026年３月期 － 0.00 －
2026年３月期(予想) 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2026年３月期の連結業績予想（2025年４月１日～2026年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,462,000 △5.1 277,000 8.9 △641,000 － △400.11

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 ： 無

新規 － 社（社名） 、除外 － 社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む) 2026年３月期３Ｑ 1,607,017,531株 2025年３月期 1,607,017,531株

② 期末自己株式数 2026年３月期３Ｑ 4,714,291株 2025年３月期 4,941,929株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2026年３月期３Ｑ 1,602,134,408株 2025年３月期３Ｑ 1,602,093,674株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は
監査法人によるレビュー

： 有（任意）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により予想と異なる可能性があります。

・四半期決算補足説明資料については、2026年１月29日に当社ホームページに掲載しております。

（https://www.tepco.co.jp/about/ir/library/presentation/index-j.html）



（参考）種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

Ａ種優先株式

2025年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2026年３月期 ― 0.00 ―

2026年３月期(予想) 0.00 0.00

Ｂ種優先株式

2025年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2026年３月期 ― 0.00 ―

2026年３月期(予想) 0.00 0.00

（注）上記のＡ種優先株式及びＢ種優先株式は、2012年７月に発行しております。
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１．経営成績等の概況

当四半期連結累計期間の経営成績等の概況

当該内容は、2026年１月29日に当社ホームページに掲載の「決算概要」において記載しております。

（ＵＲＬ https://www.tepco.co.jp/about/ir/library/results/pdf/2603q3gaiyou-j.pdf）
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2025年12月31日)

資産の部

固定資産 12,523,394 12,828,423

電気事業固定資産 5,697,700 5,743,561

水力発電設備 405,120 404,185

原子力発電設備 880,389 848,615

送電設備 1,435,832 1,455,036

変電設備 659,002 667,553

配電設備 2,182,610 2,216,668

その他の電気事業固定資産 134,743 151,501

その他の固定資産 392,768 398,730

固定資産仮勘定 2,041,457 2,168,180

建設仮勘定及び除却仮勘定 1,560,207 1,701,516

原子力廃止関連仮勘定 106,442 91,856

使用済燃料再処理関連加工仮勘定 374,807 374,807

核燃料 535,177 528,111

装荷核燃料 81,604 82,342

加工中等核燃料 453,572 445,768

投資その他の資産 3,856,290 3,989,839

長期投資 167,789 175,095

関係会社長期投資 1,886,374 2,021,267

未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 525,412 442,471

廃炉等積立金 712,208 748,465

退職給付に係る資産 237,858 244,236

その他 328,422 359,908

貸倒引当金（貸方） △1,774 △1,607

流動資産 2,463,599 2,170,058

現金及び預金 936,335 781,821

受取手形、売掛金及び契約資産 666,097 589,452

棚卸資産 138,926 155,400

その他 739,219 658,405

貸倒引当金（貸方） △16,979 △15,022

合計 14,986,993 14,998,481



東京電力ホールディングス株式会社(9501) 2026年３月期 第３四半期決算短信

―4―

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2025年12月31日)

負債及び純資産の部

固定負債 6,459,378 7,468,739

社債 3,231,000 3,361,000

長期借入金 69,398 73,812

未払廃炉拠出金 607,465 607,465

特定原子力施設炉心等除去準備引当金 29,112 －

特定原子力施設炉心等除去引当金 163,034 185,721

災害損失引当金 604,230 1,498,849

原子力損害賠償引当金 532,205 530,396

退職給付に係る負債 273,525 267,251

資産除去債務 373,982 373,885

その他 575,424 570,356

流動負債 4,741,484 4,407,950

１年以内に期限到来の固定負債 371,097 263,656

短期借入金 2,867,871 2,893,375

支払手形及び買掛金 485,008 395,155

未払税金 104,698 83,185

その他 912,808 772,577

特別法上の引当金 － 262

渇水準備引当金 － 262

負債合計 11,200,862 11,876,951

株主資本 3,418,890 2,756,485

資本金 1,400,975 1,400,975

資本剰余金 756,316 756,421

利益剰余金 1,270,136 607,484

自己株式 △8,538 △8,397

その他の包括利益累計額 340,339 337,462

その他有価証券評価差額金 24,729 33,149

繰延ヘッジ損益 34,591 41,711

土地再評価差額金 △3,012 △3,013

為替換算調整勘定 227,007 234,856

退職給付に係る調整累計額 57,023 30,758

非支配株主持分 26,900 27,582

純資産合計 3,786,130 3,121,530

合計 14,986,993 14,998,481
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(2024年４月１日から
2024年12月31日まで)

当第３四半期連結累計期間
(2025年４月１日から
2025年12月31日まで)

営業収益 4,963,319 4,612,176

電気事業営業収益 4,560,506 4,214,830

その他事業営業収益 402,813 397,346

営業費用 4,652,254 4,353,769

電気事業営業費用 4,275,681 3,982,801

その他事業営業費用 376,572 370,968

営業利益 311,065 258,406

営業外収益 112,899 171,137

受取配当金 679 833

受取利息 1,814 3,843

持分法による投資利益 94,213 145,964

その他 16,192 20,496

営業外費用 75,240 81,949

支払利息 51,094 68,946

その他 24,146 13,003

四半期経常収益合計 5,076,219 4,783,314

四半期経常費用合計 4,727,494 4,435,719

経常利益 348,724 347,594

渇水準備金引当又は取崩し － 262

渇水準備金引当 － 262

特別損失 64,750 976,226

災害特別損失 － 905,622

原子力損害賠償費 64,750 70,604

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

283,974 △628,894

法人税、住民税及び事業税 40,032 32,464

法人税等調整額 113 1,499

法人税等合計 40,145 33,964

四半期純利益又は四半期純損失（△） 243,828 △662,858

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

669 △205

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

243,159 △662,652
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(2024年４月１日から
2024年12月31日まで)

当第３四半期連結累計期間
(2025年４月１日から
2025年12月31日まで)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 243,828 △662,858

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 146 566

繰延ヘッジ損益 582 △1,534

為替換算調整勘定 2,088 △115

退職給付に係る調整額 △2,885 △25,525

持分法適用会社に対する持分相当額 19,824 23,731

その他の包括利益合計 19,757 △2,876

四半期包括利益 263,585 △665,734

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 262,917 △665,529

非支配株主に係る四半期包括利益 668 △205
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更に関する注記）

福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積りの変更

東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失について、2025年７月23日に開催され

た原子力損害賠償・廃炉等支援機構（以下、「機構」という。）の燃料デブリ取り出し工法評価小委員会において、

燃料デブリ取り出し工法を設定したうえで、一定の技術的根拠をもって示すことが出来るようになった燃料デブリ

取り出しに係る準備工程について議論が行われ、取り出し準備に係る作業のあり方が示されたことから、当該費用

又は損失の見積りの変更を行いました。

その結果、当第３四半期連結累計期間において、新たに見込まれる取り出し準備の作業費用等903,000百万円を災

害特別損失として計上し、税金等調整前四半期純損失が同額増加しています。

（追加情報）

１．福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り

(1) 災害損失引当金

東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当第３四半期連結会計

期間末における見積額を計上しています。

災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりです。

① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失

政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力（株）福島第一原子

力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（2011年12月21日）が策定され（2019年12月27日最終改

訂）、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2025」

（2025年３月27日改訂）を策定しています。

これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策

内容に基づく見積額を計上しています。ただし、原賠機構法第55条の９第２項の承認の申請をした廃炉等積立

金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は、ここには含んでいません。

通常の見積りが困難であるものは、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上していま

す。

なお、福島第一原子力発電所の廃炉は過去に実例のない取組みであり、原子炉内の燃料デブリ取り出しに関

する具体的な作業内容等の決定は、原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判

断となります。したがって、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事故における実績額に基

づき計上している金額については、今後変動する可能性があるものの、当第３四半期連結会計期間末の合理的

な見積りが可能な範囲における概算額を計上しています。

② 福島第一原子力発電所１～４号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用

今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、具体的な作業等が計画されているものに

ついては、契約等に基づく見積額を計上しています。一方、具体的な作業等を検討中であるものについては、

将来の処理に要すると見込まれる費用の現価相当額（割引率4.0％）を計上しています。

なお、装荷核燃料に係る処理費用はその他固定負債に含めて表示しています。

(2) 特定原子力施設炉心等除去引当金

東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、原賠機構法第55条の９

第２項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を計上

しています。
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(3) 廃炉等積立金

原賠機構法第55条の３第１項の規定に基づき、機構より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として

計上しています。

なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、原

賠機構法の規定に基づき、機構に積立てを実施しているものです。

２．福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償

(1) 原子力損害賠償引当金

① 賠償及び除染に係る引当金の計上方法

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要す

る費用に備えるため、当第３四半期連結会計期間末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上してい

ます。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関

する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請

求実績や客観的な統計データ等に基づいています。

なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被

害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当第３四半期連結会計期間末に

おける合理的な見積額を計上しています。

② 除染に係る引当金の相殺表示

原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当第３四半期

連結会計期間末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示

しています。

具体的には、当第３四半期連結会計期間末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円

及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務（2015年１月１日以降に債務認識したも

の）に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,491,534百万円は、未収原賠・廃炉

等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除しています。

(2) 原子力損害賠償費

賠償及び除染に係るもの

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法

に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上

しています。

(3) 原賠・廃炉等支援機構特別負担金

資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第１項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこ

ととされていますが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営

委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していません。

３．原子力廃止関連仮勘定の償却及び廃炉円滑化負担金

廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止

した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組み

を通じて回収することとなります。

(1) 原子力廃止関連仮勘定の償却

当社は2019年７月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所１～４号機の廃止を決定したことから、同

日、電気事業会計規則の規定に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年８月19日

に承認されました。

また、2024年４月１日にＧＸ脱炭素電源法及びＧＸ脱炭素電源法改正省令が施行されたことにより、解体引当金

省令が廃止され、電気事業会計規則が改正されました。

これに基づき、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該燃料の解体に要する費用

に相当する額並びに原子力発電施設解体引当金の要引当額に相当する額からＧＸ脱炭素電源法改正省令施行日の前

連結会計年度までに積み立てられた額を控除して得た金額を原子力廃止関連仮勘定に計上しています。
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原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第８条の規定及びＧＸ脱炭素電源法改正省令附則第９条の

規定に基づき、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却しています。

(2) 廃炉円滑化負担金

電事法施行規則第45条の21の16の規定に基づき、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当

額について、経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し、2020年７月22日に承認され、東京電力パワー

グリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の15の規定に基づき、

2020年10月１日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行

っています。

一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、電気事業会計規則に基づき、廃炉円滑化負担金相当収

益として計上しています。
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（四半期連結貸借対照表に関する注記）

原子力損害の賠償に係る偶発債務

前連結会計年度（2025年３月31日）

多核種除去設備等処理水（ＡＬＰＳ処理水）の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による

損害が発生していますが、当連結会計年度末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害

賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もること

ができません。

また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の

下に進められています。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握で

きる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができま

せん。

なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金

援助を行うこととされています。

当第３四半期連結会計期間（2025年12月31日）

多核種除去設備等処理水（ＡＬＰＳ処理水）の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による

損害が発生していますが、当第３四半期連結会計期間末においては、被害状況の全容を確認できていないことなど

から、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見

積もることができません。

また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の

下に進められています。当該措置に係る費用のうち、当第３四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容

等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もるこ

とができません。

なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金

援助を行うこととされています。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりです。

前第３四半期連結累計期間
(2024年４月１日から
2024年12月31日まで)

当第３四半期連結累計期間
(2025年４月１日から
2025年12月31日まで)

減価償却費 272,009百万円 288,542百万円
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（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(2024年４月１日から2024年12月31日まで)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額

(注１)

四半期連結

損益計算書

計上額

(注２)
ホール

ディングス

フュエル

＆パワー

パワー

グリッド

エナジー

パートナー

リニューアブ

ルパワー

売上高

外部顧客への売上高 87,921 2,836 885,801 3,919,577 67,182 4,963,319 － 4,963,319

セグメント間の内部

売上高又は振替高
436,781 － 835,403 143,277 98,397 1,513,860 △1,513,860 －

計 524,703 2,836 1,721,204 4,062,855 165,580 6,477,179 △1,513,860 4,963,319

収益の分解情報(注３)

顧客との契約から

生じる収益
524,703 2,836 1,720,594 3,925,712 165,580 6,339,427

電気事業営業収益 405,643 2,836 1,651,373 3,662,823 162,717 5,885,394

ガス供給事業営業

収益
－ － － 206,564 － 206,564

その他事業営業収益 119,059 － 69,221 56,324 2,862 247,467

顧客との契約以外の

源泉から生じた収益
－ － 610 137,142 － 137,752

計 524,703 2,836 1,721,204 4,062,855 165,580 6,477,179 △1,513,860 4,963,319

セグメント利益 131,213 50,742 104,281 154,619 51,567 492,425 △143,701 348,724

(注) １．セグメント利益の調整額△143,701百万円には、セグメント間の受取配当金消去△141,028百万円等が含まれ

ています。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っています。

３．「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事業」及び

「酷暑乗り切り緊急支援」により、国が定める値引き単価による電気料金・ガス料金の値引きを行ってお

り、その原資として受領する補助金（以下、「当該補助金」という。）137,752百万円を「顧客との契約以

外の源泉から生じた収益」に区分表示しています。内訳は、「パワーグリッド」が610百万円、「エナジー

パートナー」が137,142百万円です。

なお、当該補助金以外の顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約か

ら生じる収益との区分表示はしていません。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(2025年４月１日から2025年12月31日まで)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額

(注１)

四半期連結

損益計算書

計上額

(注２)
ホール

ディングス

フュエル

＆パワー

パワー

グリッド

エナジー

パートナー

リニューアブ

ルパワー

売上高

外部顧客への売上高 123,352 2,773 891,095 3,556,451 38,503 4,612,176 － 4,612,176

セグメント間の内部

売上高又は振替高
364,248 － 785,914 122,028 113,295 1,385,485 △1,385,485 －

計 487,600 2,773 1,677,010 3,678,480 151,798 5,997,662 △1,385,485 4,612,176

収益の分解情報(注３)

顧客との契約から

生じる収益
487,600 2,773 1,676,831 3,619,662 151,798 5,938,665

電気事業営業収益 347,423 2,773 1,609,573 3,372,758 148,448 5,480,977

ガス供給事業営業

収益
－ － － 191,977 － 191,977

その他事業営業収益 140,176 － 67,257 54,926 3,350 265,711

顧客との契約以外の

源泉から生じた収益
－ － 178 58,818 － 58,996

計 487,600 2,773 1,677,010 3,678,480 151,798 5,997,662 △1,385,485 4,612,176

セグメント利益 119,484 89,993 124,110 138,619 45,941 518,148 △170,554 347,594

(注) １．セグメント利益の調整額△170,554百万円には、セグメント間の受取配当金消去△176,070百万円等が含まれ

ています。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っています。

３．「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス料金負担軽減

支援事業」により、国が定める値引き単価による電気料金・ガス料金の値引きを行っており、その原資とし

て受領する補助金（以下、「当該補助金」という。）58,996百万円を「顧客との契約以外の源泉から生じた

収益」に区分表示しています。内訳は、「パワーグリッド」が178百万円、「エナジーパートナー」が

58,818百万円です。

なお、当該補助金以外の顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約か

ら生じる収益との区分表示はしていません。
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（収益認識関係に関する注記）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等の注記）」に記載のとおりです。

（重要な後発事象）

１．原子力損害の賠償に係る資金援助額の変更の申請

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の

当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を

受けながら原賠法に基づく賠償を実施しています。

こうしたなか、2026年１月９日に、機構に対し、原賠機構法第43条第１項の規定に基づき、資金援助額の変更を申

請しました。また、これを踏まえ、同日、原賠機構法第46条第１項及び第２項の規定に基づき、特別事業計画の変更

の認定について、機構の運営委員会による議決を経て、機構と共同で主務大臣に対し申請し、同年１月26日に、主務

大臣より認定を受けています。

今回の申請は、ＡＬＰＳ処理水放出に伴う見積額の増加や出荷制限指示等による損害、風評被害及び間接損害等そ

の他に係る見積額の算定期間延長による増加等により、要賠償額の見通し額から補償契約法の規定による補償金の受

入額等191,311百万円を控除した金額が、2025年３月３日の申請額13,405,805百万円から73,265百万円増加し、

13,479,070百万円となったことによるものです。この結果、当連結会計年度において、原賠・廃炉等支援機構資金交

付金として73,265百万円を計上する見込みです。

２．持分法適用関連会社株式の一部売却

当社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社（以下、「東電ＰＧ」という。）は、2026年１月29日に

東電ＰＧが保有する株式会社関電工（以下、「関電工」という。）の普通株式の一部を売出しの方法により売却する

ことを決定しました。

(1) 売却する株式の内容

株式会社関電工 普通株式（約26百万株）

※東電ＰＧの持株比率が33.4%を下回らない範囲

(2) 株式売却の理由

保有資産の効率的な運用

(3) 株式売却の一部実施

東電ＰＧは保有する関電工普通株式の一部を、関電工が2026年１月30日に公表しました、東京証券取引所におけ

る自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の取得に応じて売却したことにより、当連結会計年度にお

いて関係会社株式売却益を計上する予定です。

① 東電ＰＧが売却した関係会社株式 株式会社関電工 普通株式

② 東電ＰＧが売却した株式数 5,188,900株

③ 売却総額 288億円（１株につき5,563円）

④ 関係会社株式売却益 110億円（概算）

(4) 今後の見通し

2026年１月29日に決定しました関電工普通株式の売出しの方法による株式売却につきまして、上記の関電工によ

る自己株式の取得に応じた株式売却に伴い、東電ＰＧの売出しの方法により売却する株式数は約21百万株へと減少

しております。

かかる売出しについては、2026年２月16日から2026年２月19日までの間のいずれかの日において、東電ＰＧから

引受団への売却価格（引受価額）が決定される予定です。

なお、東電ＰＧは、本株式売却完了後も引き続き、関電工の発行済株式総数の３分の１超を保有していく方針で

す。

(5) 当該事象の連結業績に与える影響額

当連結会計年度において、本株式売却に伴う関係会社株式売却益を特別利益として計上する予定ですが、今後の

売出しに応じた売却益の総額は現時点では未定です。
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本文中で用いた法令等の略称

本文中の表記 法令等の名称

原賠機構法 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法（平成23年８月10日 法律第94号）

原子力損害に関する中間指針
東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針（平成23年８月５日）

放射性物質汚染対処特措法

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力

発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に

関する特別措置法（平成23年８月30日 法律第110号）

電気事業会計規則 電気事業会計規則（昭和40年 通商産業省令第57号）

補償契約法
原子力損害賠償補償契約に関する法律（昭和36年６月17日 法律第148

号）

原賠法 原子力損害の賠償に関する法律（昭和36年６月17日 法律第147号）

ＧＸ脱炭素電源法
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法

等の一部を改正する法律（令和５年 法律第44号）

ＧＸ脱炭素電源法改正省令

脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

（令和６年 経済産業省令第21号）

解体引当金省令
原子力発電施設解体引当金に関する省令（平成元年 通商産業省令第30

号）

電事法施行規則改正省令
電気事業法施行規則等の一部を改正する省令（平成29年 経済産業省令

第77号）

電事法施行規則 電気事業法施行規則（平成７年 通商産業省令第77号）
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独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2026年２月13日

東京電力ホールディングス株式会社

取締役会 御 中

E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 春 日 淳 志

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 飯 田 昌 泰

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 前 川 和 之

監査人の結論

当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている東京電力ホールディングス株式会社の2025年４月１

日から2026年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2025年10月１日から2025年12月31日まで）及び

第３四半期連結累計期間（2025年４月１日から2025年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連

結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務

諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（た

だし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていな

いと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記

載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適

用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

強調事項

１．「四半期連結財務諸表に関する注記事項 四半期連結貸借対照表に関する注記 原子力損害の賠償に係る偶発債務

当第３四半期連結会計期間」に記載されているとおり、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出を開始して以降、外国政府から

の輸入停止措置等による損害が発生しているが、当第３四半期連結会計期間末においては、被害状況の全容を確認

できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、そ

の賠償額を合理的に見積もることができない。

また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された

放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平成23年８月30日 法律第110号）に基づき講ぜられ

る廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当

第３四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について

国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。

なお、係る原子力損害の賠償に対し原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構

法」（平成23年８月10日 法律第94号）に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととさ

れている。
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２．「四半期連結財務諸表に関する注記事項 追加情報 １．福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向

けた費用又は損失の見積り」に記載されているとおり、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事

故における実績額に基づき計上している金額については、今後変動する可能性がある。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記

載の省略が適用されている。）に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による

重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国におい

て一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項

に定める記載の省略が適用されている。）に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を

開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四

半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会

計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作

成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実

性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重

要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論

又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項

及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作

成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項に

ついて報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は

阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（四半期決算短信開示会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータ及びＨＴＭＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。


